
5 広報ながはま　2015年１月15日 広報ながはま　2015年１月15日 4

所得税と市県民税の申告はお早めに 受付は２月16日（月）～　３月16日（月）
■問税務課（7６５－６５２４）

◆
申
告
相
談
内
容

申
告
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

は
、
医
療
費
控
除
や
途
中
退
職
な
ど
の

還
付
申
告
、
公
的
年
金
等
に
関
す
る
も

の
で
す
。

※
営
業
・
不
動
産
・
配
当
・
譲
渡
（
株

式
含
む
）
所
得
に
関
す
る
こ
と
や
青

色
申
告
に
つ
い
て
の
相
談
は
、
長
浜

税
務
署
で
お
願
い
し
ま
す
。

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

①
申
告
書
（
市
税
務
課
ま
た
は
税
務
署

か
ら
送
付
さ
れ
た
書
類
）

②
印
鑑

③
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
給
与
支
払
証
明

書
（
原
本
に
限
る
）

④
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
（
原

本
に
限
る
）

⑤
事
業
所
得
（
農
業
所
得
含
む
）
や

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人
は
、

「
収
支
内
訳
書
」
の
添
付
が
必
要
で

す
。
所
得
の
収
支
計
算
を
行
い
、
書

類
を
作
成
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
作
成
で
き
て
い
な
い
場
合
は
受
付

で
き
ま
せ
ん
）

⑥
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
は
、
配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票
な

ど
所
得
の
分
か
る
書
類

⑦
生
命
保
険
な
ど
の
各
種
支
払
証
明
書

（
原
本
に
限
る
）

⑧
国
民
年
金
保
険
料
支
払
証
明
書
ま
た

は
領
収
書
（
原
本
に
限
る
）

⑨
還
付
申
告
の
人
は
本
人
名
義
の
振
込

先
口
座
が
わ
か
る
も
の
（
通
帳
等
）

◆
次
に
該
当
す
る
人
は
持
ち
物

を
確
認
く
だ
さ
い

①
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
人
は
、
平

成
26
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
総

額
を
必
ず
計
算
し
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。（
文
書
料
・
差
額
ベ
ッ
ド
料
金
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
費
用

な
ど
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
ら
な

い
経
費
が
あ
り
ま
す
）

ま
た
、
健
康
保
険
や
生
命
保
険
な

ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
保
険
金
な
ど
が

あ
れ
ば
、
そ
の
金
額
が
わ
か
る
も
の

を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
計
算

せ
ず
に
お
越
し
の
場
合
は
、
ご
自
身

で
計
算
し
て
か
ら
の
受
付
に
な
り
ま

す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
）

②
平
成
26
年
中
に
国
民
健
康
保
険
料
、

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
を
納
め
た
人
は
、
１
月
下
旬
に

市
税
務
課
が
送
付
す
る
「
社
会
保
険

料
払
込
証
明
書
」

③
市
の
固
定
資
産
税
を
必
要
経
費
と
し

て
申
告
す
る
人
は
、
固
定
資
産
税
の

課
税
明
細
書
（
課
税
明
細
書
が
な
い

と
き
は
、
市
税
務
課
、
北
部
振
興
局

福
祉
生
活
課
・
各
支
所
で
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
の
写
し
を
取
り
寄
せ
て

く
だ
さ
い
）

※
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
寝
た
き
り
、
ま
た
は
重
度
の
認

知
症
の
人
は
、
特
別
障
害
者
の
「
認

定
書
」
で
特
別
障
害
者
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
お
む
つ
費
用
の

医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目

以
降
の
人
は
「
証
明
書
類
」
で
医
療

費
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
認
定
書
、
証
明
書
類
の
発
行
に
つ
い

て
は
、
高
齢
福
祉
介
護
課
（
7
６

５
‐
７
７
８
９
）
ま
で
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

扶
養
控
除
額
の
変
更

年
少
扶
養
親
族
（
扶
養
親
族
の
う
ち
、

16
歳
未
満
の
人
）
に
対
す
る
扶
養
控
除
お

よ
び
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
人
に
対
す
る

扶
養
控
除
の
上
乗
せ
額
（
25
万
円
）
が
平

成
23
年
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、

市
県
民
税
の
非
課
税
限
度
額
の
算
定
に

は
、
年
少
扶
養
の
数
を
含
み
ま
す
。

平
成
26
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
と
、
平
成

27
年
度
の
市
県
民
税
の
申
告
を
受
付
け
ま
す
。

申
告
受
付
相
談
は
、
本
庁
と
北
部
振
興
局
を
主

会
場
と
し
ま
す
。
７
支
所
で
の
相
談
受
付
は
、
日

程
が
限
ら
れ
て
お
り
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
な
る
べ
く
主
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
人

◎
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

①
給
与
以
外
の
所
得
（
退
職
所
得
を
除
く
）
が
、

20
万
円
を
超
え
る
人

②
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人

③
平
成
26
年
中
の
給
与
収
入
が
、
２
千
万
円
を

超
え
る
人

◎
農
業
所
得
、
不
動
産
所
得
お
よ
び
雑
所
得
な
ど

が
あ
る
人
で
、
平
成
26
年
中
の
所
得
の
合
計
が

各
種
控
除
の
合
計
額
よ
り
も
多
い
人

市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

※
所
得
税
の
申
告
を
さ
れ
た
人
は
、
市
県
民
税
の

申
告
は
不
要
で
す
。

◎
平
成
27
年
１
月
１
日
に
市
内
に
居
住
し
、
平
成

26
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
人

◎
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
（
収
入
が

無
く
て
も
申
告
が
必
要
で
す
）

※
遺
族
年
金
や
障
害
者
年
金
等
の
非
課
税
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
も
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
す
る
と
市
県
民
税
の
税
額
が
変
わ
る
人

◎
平
成
26
年
12
月
31
日
現
在
、
身
体
障
害
者
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
お
よ

び
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

◎
平
成
26
年
12
月
31
日
現
在
、
配
偶
者
と
死
別
・

離
婚
後
、
再
婚
し
て
い
な
い
人
で
、
寡
婦
（
夫
）

控
除
の
要
件
に
該
当
す
る
人

始めにチェック！私は申告が必要ですか？ 平成27年１月１日現在、 市内に住所のある人が対象です。 

はい 

はい 

スタート！ 
いいえ 

いいえ 

平成26年中に  
収入がある 

勤務先で年末 
調整を済ませた 

源泉徴収票に源泉徴 
収税額の記載がある 

医療費控除など控除内 
容に追加・変更がある 

ほかの所得が20 
万円以下である 

年末調整をした給与所得以外に、 
ほかの会社の給与収入や農業所得 
など、ほかの所得がある 

給与収入がある 

1

1

公的年金収入が 
400万円以下である 

公的年金以外の 
所得がある 

公的年金以外の所得が 
20万円以下である 

2

収入ー必要経費ー50万円が 
０円より大きくなる 

3

へ へ へ 

譲渡所得がある(土地や建物を売っ 
たり、株式の取引による収入など)

へ へ 

公的年金収入  
がある 2 へ へ へ 

保険の満期返戻金など 
一時的な収入がある 3 へ へ へ 

AAA

へ へ AAA

へ へ AAA

へ へ DDD

へ へ DDD

DDD

へ へ BBB

BBB

へ へ BBB

BBB

農業所得、不動産所得、事業所得のいず 
れかがある(自営業・外交員・内職など)

へ へ CCC

へ へ CCC

へ へ CCC

へ へ 

AAA へ へ 

へ へ AAA

医療費控除など控除内 
容に追加・変更がある 

へ へ 

へ へ 

へ へ CCC

CCC

へ へ 

市内に住む親族の控除  
対象扶養親族である 

※１ 

所得税の確定 
申告が必要です 

市・県民税の 
申告が必要です 

所得税または市・県民 
税の申告が必要です 

申告の必要はありません 

(内容や金額により申告の種類が異なります)

※１ 所得税の還付を受ける人は、 
       確定申告書の提出が必要です。 

AAA CCC DDDBBB

受付時間 ８時30分～11時30分、13時～16時　(土日は除く)
※申告等の相談は、上記会場でのみ受付けます。

申告相談会場 問合せ先 申告相談日

本庁

１階：多目的ルーム

北部振興局

２階：第１・２会議室

湖北支所

１階： １－Ａ会議室

びわ文化学習センター

(びわ支所)１階：視聴覚室

高月支所

３階：３－Ｂ会議室

虎姫生きがいセンター

(虎姫支所)１階：会議室

浅井支所３階：大会議室

やまなみセンター(余呉支所)

１階：会議室

西浅井公民館(西浅井支所)

１階：会議室

765－6524

782－5901

778－8301

772－5253

785－3113

773－4852

774－4352

786－3223

789－1121

２月16日(月)～３月16日(月)

２月16日(月)～18日(水)

２月19日(木)～23日(月)

２月24日(火)～26日(木)

２月27日(金)～３月３日(火)

３月４日(水)～６日(金)

３月９日(月)～11日(水)

３月12日(木)～16日(月)


